




吉岡都市計画地区計画の変更（吉岡町決定） 

駒寄スマートＩＣ東周辺地区地区計画を次のように変更する。 
名   称 駒寄スマートＩＣ東周辺地区地区計画 

位   置 吉岡町大字大久保地内 
面   積 約１９．５ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発 

及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 

本地区は、駒寄スマートＩＣの南東部に位置し、（主）前橋伊香保線と県道南新

井前橋線が交わる場所であるため、町内において最も交通利便性が高く、立地条

件から集客性も良い地区である。広域交通の利便性を生かすことができる優良企

業の誘致を積極的に進め、良好な商業集積地を形成することにより、将来にわた

って本町の持続的な発展、活力の維持を図り、安定的な税収と雇用の拡大をめざ

す。 

土地利用の方針 

広域交通の利便性を生かすことができる商業系の企業を誘致する地区と位置付

け、町の玄関口として地域の魅力を高める商業施設を駒寄スマートＩＣからの来

訪者へ効果的にアピールできるように配置する。また、敷地の細分化を防止し、

既存の商業店舗とは差別化を図りつつも、一体となった良好な商業地のまとまり

の形成、住宅地等の周辺環境との調和にも配慮した土地利用を図る。 
地区施設の整備方

針 
大規模な街区を形成し、想定される通過交通量の増加を適切に処理するため、

地区内に道路を適正に配置する。 

建築物等の整備の

方針 

本地区においては、健全な商業環境の整備を促進し、広域から顧客を集める集

合拠点としてふさわしい都市空間を形成するため、あらかじめ住居系、工業系、

風俗営業及び性風俗関連特殊営業施設等の立地を制限する。また、建築物の形態、

意匠は周囲と調和を図るものとする。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配

置
及
び
規
模 

地区施設（道路Ａ） 
〃  （道路Ｂ） 
〃  （道路Ｃ） 

幅員１３ｍ 延長２４０ｍ 
幅員 ９ｍ 延長４７０ｍ 
幅員 ４ｍ 延長 ９５ｍ 

地
区
の

区
分 

名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 

面積 約７．６ｈａ 約４．９ｈａ 約２．３ｈａ 約４．７ｈａ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途の

制限 

次の各号に掲げ

る建築物は、建築

してはならない。 

(1) 住宅 

(2) 共同住宅、寄

宿舎又は下宿  

(3) 店舗、飲食店

でその用途に供

する部分の床面

積の合計が１

０，０００㎡以

内のもの 

(4) 事務所でそ

の用途に供する

部分の床面積の

合計が５００㎡

以内のもの 

次の各号に掲げ

る建築物は、建築

してはならない。 

(1) 住宅 

(2) 共同住宅、寄

宿舎又は下宿 

(3) 店舗、飲食店

でその用途に供

する部分の床面

積の合計が１５

０㎡以内のもの 

(4) 事務所でその

用途に供する部

分の床面積の合

計が５００㎡以

内のもの 

(5) ホテル又は

次の各号に掲げ

る建築物以外は、

建築してはならな

い。 

(1) 住宅展示場 

(2) 事務所でそ

の用途に供する

部分の床面積の

合計が５００㎡

以内のもの 

(3) 次に掲げる

金融機関の店舗

で床面積の合計

が３００㎡以上

のもの 

ア 銀行法第２

条第１項に規

次の各号に掲げ

る建築物以外は、

建築してはならな

い。 

(1) 物品販売業

を営む店舗でそ

の用途に供する

部分の床面積の

合計が５００㎡

以上のもの 

(2) 事務所 

(3) 倉庫 

(4) 展示場 



(5) ホテル又は

旅館 

(6) 畜舎（犬、猫

等の小動物の畜

舎で床面積の合

計が１５㎡を超

えないものを除

く。） 

(7) カラオケボ

ックス、ダンス

ホール 

(8) マージャン

屋、ぱちんこ屋、

射的場、勝馬投

票券発売所、場

外車券売場その

他これらに類す

るもの 

(9) 劇場、演芸

場、観覧場 

(10) 学校（専修

学校を含む。） 

(11) 図書館、博

物館、美術館 

(12) 工場（建築

基準法施行令第

１３０条の６で

定めるもの及び

店舗に付属する

自動車修理工場

を除く。） 

(13) 危険物の貯

蔵又は処理に供

するもの（ガソ

リンスタンド、

建築基準法施行

令第１３０条の

４第５号で定め

るものその他こ

れらに類するも

のを除く。） 

(14) 風俗営業等

の規制及び業務

の適正化等に関

する法律第２条

第１項、第６項

旅館 

(6) 畜舎（犬、猫

等の小動物の畜

舎で床面積の合

計が１５㎡を超

えないものを除

く。） 

(7) カラオケボ

ックス、ダンス

ホール 

(8) マージャン

屋、ぱちんこ屋、

射的場、勝馬投

票券発売所、場

外車券売場その

他これらに類す

るもの 

(9) 劇場、演芸

場、観覧場 

(10) 学校（専修

学校を含む。） 

(11) 図書館、博

物館、美術館 

(12) 工場（建築

基準法施行令第

１３０条の６で

定めるもの及び

店舗に付属する

自動車修理工場

を除く。） 

(13) 倉庫業を営

む倉庫 

(14) 危険物の貯

蔵又は処理に供

するもの（ガソ

リンスタンド、

建築基準法施行

令第１３０条の

４第５号で定め

るものその他こ

れらに類するも

のを除く。） 

(15) 風俗営業等

の規制及び業務

の適正化等に関

する法律第２条

定する銀行 

イ 信用金庫法

第４条の規定

による免許を

受けて金庫事

業を行う信用

金庫 

ウ 中小企業等

協同組合法第

３条第２号に

掲げる信用協

同組合 

エ 労働金庫法

第６条の規定

による免許を

受けて金庫事

業を行う労働

金庫 

オ 農業協同組

合法第１０条

第１項第２号

及び第３号の

事業を併せ行

う農業協同組

合 



から第１１項ま

で及び第１３項

のいずれかに規

定する営業の用

に供するもの 

(15) 卸売市場、

火葬場又はと畜

場、汚物処理場、

ごみ焼却場その

他建築基準法施

行令第１３０条

の２の２で定め

る処理施設の用

途に供するもの 

第１項、第６項

から第１１項ま

で及び第１３項

のいずれかに規

定する営業の用

に供するもの 

(16) 卸売市場、

火葬場又はと畜

場、汚物処理場、

ごみ焼却場その

他建築基準法施

行令第１３０条

の２の２で定め

る処理施設の用

途に供するもの 

建築物の敷地面積

の最低限度 
１３，０００㎡ ５００㎡ ２００㎡ ５００㎡ 

建築物等の形態、

意匠の制限 
建築物等の外壁・屋根は刺激的な色彩、装飾を避け、美観・風致を損なわない

ようなものとし、周囲と調和を図るよう努めるものとする。 

垣又は柵の構造の

制限 

 道路境界線から３ｍ以内に設置する

垣又は柵については、街並みの美観や

歩行者の安全面の確保を図るため、生

垣等（フェンス、柵等を含む。）とし、

ブロック塀その他これに類する不透視

性の塀等は、設置してはならない。た

だし、前面道路の路面の中心からの高

さが０．６ｍ以下の部分については、

この限りではない。 
［区域は計画図表示のとおり］ 
理由 
駒寄スマートＩＣ東周辺地区は、吉岡町都市計画マスタープランにおいて、広域交通の利便性を活かし、商業系の企

業誘致を図る「商業誘致エリア」と位置付けられており、周辺環境との調和に配慮し、既存の商業店舗と一体となった

良好な商業地のまとまりを形成するため、令和元年１２月９日に地区計画を決定した地区である。 
当初決定後に集積した商業施設のニーズを踏まえて、それらと一体となった良好な商業地のまとまり形成を目指し、

更なる土地利用の推進を図るため、立地可能な店舗や床面積の上限、地区の区割りを見直すものである。 


